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１．留萌市水道ビジョンの改定にあたって  

１－１．留萌市水道ビジョン改定の趣旨 

 

留萌市水道事業では平成 21 年度に『留萌市水道ビジョン－安心と満足の持

続を目指して－』を策定しており、水道ビジョンで掲げた方針・目標に基づく

具体的な施策を順次実行しています。 

水道ビジョン策定から 9 年が経過し、給水人口・給水量の減少、施設・管路

の老朽化、技術職員の減少など水道事業を取り巻く環境はより厳しいものとな

り、このような状況の中で災害対策や水質改善、経営基盤の強化など、より充

実し安定した水道事業の運営が求められています。 

また、水道法改正では水道事業が抱える課題に対して、広域連携や適切な資

産管理、官民連携等を推進することにより水道の基盤の強化を図るものとして

います。 

これらの内部・外部の環境の変化や事業の進捗状況を踏まえ、水道ビジョン

で掲げていた目標や具体的施策の内容を精査し、向こう 10 ヵ年の事業を確実

に実行するために水道ビジョンを見直しすることといたしました。 

水道ビジョンに掲げた目標は達成が容易なものばかりではありません。しか

しながら先人から受け継いできた水道事業に対する信頼を次の世代へ引き継ぐ

ことを目標に、必要不可欠で実現可能な施策を掲げました。 

今後も市民の方々のよりいっそうのご理解とご協力を頂き、事業を推進して

参りたいと考えております。 
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１－２．留萌市水道ビジョンの位置づけ 

 

厚生労働省では、平成 25 年 3 月に「新水道ビジョン」を作成し、水道関係

者の共通の目標となる水道の将来像とそれを実現するための具体的な施策、工

程を示し、水道事業者等の取組を推進するため、「水道事業ビジョン」の作成を

推奨することとし、平成 26 年 3 月 19 日付けで「水道事業ビジョン作成の手

引き」を取りまとめ、公表しました。 

水道が市民生活及び社会経済活動に不可欠な基盤施設として定着した現在、

一時の断水であってもその影響は大きく、長期的な観点から、今後の更新事業

の見通し、更新に際しての目標像の設定が重要であり、水道事業ビジョンは、

そのマスタープランとなるものです。 

 

 

本ビジョンでは、給水量、給水人口等の事業計画に関する事項、財政収支・

組織体制等の経営基盤に関する事項、災害対策や環境保全に対する事項等につ

いて、総合的な観点から、事業の現状と将来の見通しを定量的に分析、評価し、

水道ビジョンに揚げられた政策課題（「安心」、「安定」、「持続」、「環境」）の他、

地域特性を踏まえた課題に対する目標を設定し、目標を実現する具体的施策に

ついて、施設整備のハード面、運営・管理等のソフト面から検討し、工程等を

まとめます。
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 本ビジョンにおける４つの基本理念と実施施策は次の通りとなっています。 
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２．留萌市水道事業の概要とあゆみ     

 
２－１．留萌市の概要 

 
留萌市は、北海道の北西部に位置し、ニシン漁とともに発展し、日本一の生

産性を誇る「かずの子」をはじめとした水産加工業、国の重要港湾「留萌港」

と国道 3 路線の結束点、さらに高規格幹線道路留萌深川自動車道の整備といっ

た交通・物流の拠点、国や北海道の官公庁が集積したマチです。 

市の地形を概観すると、東西に走る留萌川を中心に両翼には平原、丘陵が続

き、南側の地形は比較的高度のある山並みがあり、北部は低位な丘陵地です。 

豊かな自然に恵まれた留萌市は、西には日本海、南北には暑寒別天売焼尻国

定公園が連なり、暑寒別山系をはじめ夢の浮島といわれる天売・焼尻が望まれ

ます。特に晴れた日には、遠く利尻の島影が夕陽の輝く日本海に浮かぶ姿が見

られ、風光明媚なマチです。 

 

 

図-2.1 留萌市の位置 

 

  

留萌市の概要 

北緯   43 度 45 分 23 秒  

- 43 度 59 分 37 秒 

東経   141 度 36 分 28 秒  

- 141 度 54 分 03 秒 

土地面積 297.84 

平方キロメートル 

 

市名の由来 

アイヌ語のルルモッペが語源。 

ルルは（汐）モは（静）ヲッは

（ある）ペは（水）のこと。 

「汐が奥深く入る川」という意

味で、留萌市を流れる留萌川か

ら名づけられている。 
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２－２．水道事業のあゆみ 

 

（創 設 期） 

明治４３年の留萌港築港工事着手、留萌・深川間の鉄道開通を機に産業、経

済、文化の中心として、またニシンの千石場所としてめざましい発展を遂げて

おりました。しかし、留萌市街は飲料に適する水利の便が悪く、住民は非常な

苦痛を感じ、更には、築港工事の完成に伴い来港船舶への給水が必要になるな

どの問題も生じておりました。 

そこで、秀峰暑寒別岳を源とする増毛町新信砂川に水源を求め、大正１３年

５月に留萌市における最初の上水道敷設工事が着工されました。現在の増毛郡

増毛町信砂に取水施設と緩速ろ過池２池を、留萌市沖見町に配水池１池、更に

その間の送水管約１３km を建設した工事は、総工費６５万円をかけ昭和３年３

月に竣工し、計画給水人口 10,000 人、施設能力 1,390ｍ3／日で、道内６番

目の上水道として供用をはじめました。 

 

取水口 

緩速ろ過池（信砂） 

導水管布設 
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（第１～４拡張事業） 

その後、市勢の発展、水需要の増加に伴い、昭和 18 年の第１期拡張事業か

ら昭和 35 年の第 4 期拡張事業では、沖見町での緩速ろ過池、配水池の増設、

および市内配水管の布設を順次行いました。 

沖見町配水池（建設中） 

送水管φ250 布設 

送水管布設 市内配水管布設 
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（第５期拡張事業） 

昭和 40 年の第 5 期拡張事業では、増え続ける水需要、水質基準へ対応する

ため、浄水処理方法を緩速ろ過方式から高速凝集沈澱、急速ろ過方式に変更し、

浄水場を現在の増毛町信砂に移しました（新信砂浄水場建設）。 

 

 
 

 

 

 

 
急速ろ過池 

（ハーディンジ式） 

新信砂浄水場 
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（第６期拡張事業） 

平成元年の第 6 期拡張事業では、水源の２系統による水源の安定性を目的に、

昭和 56 年、63 年の豪雨による洪水被害を受け建設運気の高まった留萌ダム計

画に参画するとともに、原水の高濁度に対応するため新信砂浄水場のレベルア

ップを図りました。なお、第６期拡張事業は現在まで継続しておりますが、事

業開始から現在まで２度の事業再評価により、ダム参画水量の見直し、事業の

妥当性の評価を行い、事業を推進しております。 

 

 

 

 

表－2.1  水道事業の沿革 

 

名称 認可年月日 事業費 目標年次 給水人口 １人１日
最大給水量

１日最大給水量

大正12年 千円 人 Ｌ m
3
/日

9月21日 650 10,000 139 1,390

第１期 昭和18年

拡張事業 7月31日

第２期 昭和24年

拡張事業 3月20日

第３期 昭和26年

拡張事業 4月24日

第４期 昭和35年

拡張事業 3月8日

第５期 昭和40年

拡張事業 12月8日

昭和43年

3月31日

昭和51年

5月8日

第６期 平成元年

拡張事業 12月22日

第1回再評価 平成11年

平成31 38,200 608 23,240
第2回再評価 平成16年

平成31 25,700 685 17,600

390 14,800

6,978,000 平成20 36,700 633 23,240

337,490 昭和50 47,000

同上　変更

80,000 昭和55 38,000

135,000 30,000

14,800

第５期
拡張変更事業 396,065 昭和50 47,000 315 14,800

19,000 147

315

10,000

103,573 42,000 285 12,000

創設

300

2,800

2,400 19,000 242 4,600

545

新信砂浄水場 

-9-



表－2.2　水道年表(1)
水道界・社会の動き

大正10 (1921) ・留萌～増毛間に鉄道が開通
大正11 (1922) ・ワシントン会議
大正12 (1923) 水道創設認可(T12.9.21）

水利権取得(T12.9.21：上水第2356別指令)
新信砂川

計画給水人口10,000人、計画水量1,390m3/日

水利権水量1,390m3/日　緩速ろ過

・関東大震災
・留萌川切り替え工事が完了

大正13 (1924) 創設事業起工(T13.5） ・道庁立留萌中学校が開校
大正14 (1925) 船舶給水など一部給水開始 ・普通選挙法、治安維持法制定
昭和1 (1926) 大正15年(12/25)
昭和2 (1927) ・留萌～鬼鹿の鉄道が開通
昭和3 (1928) 創設事業竣工(S3.5）道内６番目
昭和4 (1929)
昭和5 (1930)
昭和6 (1931) ・留萌港築港工事が完了
昭和7 (1932) ・留萌～羽幌間の鉄道が開通
昭和8 (1933)
昭和9 (1934) ・町立留萌病院を設置
昭和10 (1935)
昭和11 (1936) ・留萌港が国際貿易に指定
昭和12 (1937)
昭和13 (1938)
昭和14 (1939) ・人造石油工場が研究所を設置
昭和15 (1940)
昭和16 (1941)
昭和17 (1942)
昭和18 (1943) 第１期拡張事業認可(S18.7.31)　起工(S18.8）

水利権取得(T18.10.20：末河第1347号指令)
計画給水人口19,000人、計画水量2,800m3/日

水利権水量2,860m3/日(第１取水口）
昭和19 (1944)
昭和20 (1945) ・留萌沖で樺太引揚船３隻が撃沈される
昭和21 (1946) ・水道料金の統制始まる（27年12月迄）

・GHQが塩素消毒の強化指令
昭和22 (1947) ・市制施行により留萌町から留萌市

（初代市長に原田太八が就任）
昭和23 (1948) 第１期拡張事業竣工(S23.9）

第2期拡張事業認可(S24.3.20)
計画給水人口19,000人、計画水量4,600m3/日 ・道立留萌高等学校が開校

昭和24 (1949) 第2期拡張事業起工(S24.3）
竣工(S24.12)

浜中送水加圧ポンプ場新設

昭和25 (1950) ・厚生省「飲用水検査指針」制定

昭和26 (1951) 第3期拡張事業認可(S26.4.24)　起工(S26.4）
水利権取得(T26.5.11：27河第58号指令)

計画給水人口30,000人、計画水量10,000m3/日

水利権水量12,000m3/日(第2取水口)

・モルタルライニング鋳鉄管製造開始

昭和27 (1952) ・簡易水道事業に国庫補助制度創設
・自治庁発足、地方公営企業法制定

昭和28 (1953) ・日本水道協会「水道維持管理指針」制定
・自衛隊（第２６普通科連隊）が留萌市に駐屯

昭和29 (1954) 第3期拡張変更認可 ・上水道国庫補助打ち切る
・ダクタイル鋳鉄管の製造開始

昭和30 (1955) 第3期拡張事業竣工(S30.11） ・全国簡易水道協議会発足、水道普及率37.7%
・東京都など、硬質塩化ビニル管採用
・メカニカル継手鋳鉄管生産開始

昭和31 (1956)
昭和32 (1957) ・水道法制定・公営企業金融公庫発足

昭和33 (1958) ・水道基準に関する厚生省令（水質基準省令）制定
・日本水道協会「水道施設基準解説」制定

昭和34 (1959) 第4期拡張事業認可(S35.3.8) 計画給水人口42,000人、計画水量12,000m3/日 ・第１回水道週間、石綿管協会発足
・大和田炭礦（株）閉山

昭和35 (1960) 第4期拡張事業起工(S35.4） ・水道普及率50%を超える
・水質基準に関する省令改正、「上水試験方法」制

昭和36 (1961) ・広島市で傾斜板式沈殿地採用
・プラスチックメータ量産開始

昭和37 (1962)
昭和38 (1963) 第4期拡張事業竣工(S38.11）

水利権更新(S38.9.5：38河第1479号指令)
・川崎市長沢浄水場で電算機導入

昭和39 (1964) ・全国的な渇水（東京都の給水制限率50%）
・新潟地震発生、水道に被害

昭和40 (1965) 第5期拡張事業認可(S40.12.8) 計画給水人口47,000人、計画水量14,800m3/日 ・全国で水道料金値上げ相次ぐ、長崎市渇水（１日
３時間給水）

昭和41 (1966) 第5期拡張事業起工(S41.4） ・水道基準省令改正
・東京都、口径別料金体系を採用

昭和42 (1967) 第5期拡張変更事業認可(S43.3.31) 計画給水人口47,000人、計画水量14,800m3/日 ・戦後初の水道国庫補助金創設（水道水源開発と
水道広域化）
・日本水道協会「水道料金算定要領」策定
・ポリ塩化アルミニウム本格使用始まる

昭和43 (1968) ・東京都でテレメータ設置始まる
・十勝沖地震、西日本異常渇水

昭和44 (1969) ・水道メータの検定有効期間改正
・琵琶湖に初めてかび臭発生
・東京都が式根島に海水淡水化装置設置

昭和45 (1970) 第5期拡張事業竣工(S45.11）
沖見配水場　着水井建設

・日本水道協会「赤水等の対策」制定
・水道普及率80%を超える斑状菌発生

昭和46 (1971) 水利権更新・統合(S46.4.1：河川第333号指令) 水利権水量14,860m3/日 ・エポキシライニング管更生工法、大阪市で実用化
・宝塚市で水道水による斑状菌発生

昭和47 (1972) 沖見配水場　管理棟建設
昭和48 (1973) 高区配水場建設 ・日本水道協会「給水装置に係わる器具等型式承

認規則」制定
・尼崎市で脱臭のためのオゾン処理施設完成

昭和49 (1974) ・東京都、水道料金の集金制度廃止
昭和50 (1975) ・日本水道協会、給水器具等の型式承認及び登録制度

開始
昭和51 (1976) 第5期拡張変更(2)事業認可(S51)

　同上　起工(S51.4）
計画給水人口38,000人、計画水量14,800m3/日
給水区域拡張（塩見町・三泊町）

・水道用ステンレス鋼管使用始まる
・厚生省「漏水防止対策の強化」を通達

1)送水管布設(Φ350）
2)沖見町緩速ろ過池新設2池（現２号配水池）
3)市内配水管整備一式
4)排水設備、量水器、用地

1)高区配水池新設ＲＣ造
2)沖見町緩速ろ過池新設2池ＲＣ造（現3号配水
池）
3)浜中導水加圧ポンプ場新設
4)高区配水池揚水ポンプ新設(S37)、揚水管布設
5)市内配水管整備一式

水利権水量2,860m3/日(第１取水口)

1)導水管切替
2)新信砂浄水場新設（薬品沈でん急速ろ過池）
3)送水管布設
4)沖見町ろ過池(4池)を配水池に改造

年（西暦） 留萌市水道の主な動き

1)取水口築造
2)信砂緩速ろ過池2池ＲＣ造
3)送水管布設(Φ250）
4)沖見町配水池築造ＲＣ造(現在の１号池)

1)取水えん堤新設ＲＣ造
2)信砂沈でん池築造ＲＣ造
3)信砂ろ過池改造
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表－2.2　水道年表(2)
水道界・社会の動き

昭和52 (1977) ・八戸市で耐震管路完成
・日本水道協会「水道施設設計指針・解説」「漏水防
止対策指針」制定

昭和53 (1978) 第5期拡張変更(2)事業竣工(S53.8） ・水質基準省令改正（カドミウム基準）
・水道普及率90%達成

昭和54 (1979) ・日本水道協会「水道施設耐震工法指針解説」制定
昭和55 (1980) ・オゾン・粒状活性炭併用処理、千葉で開始
昭和56 (1981) 水利権更新(S56.3.19：河川第369号指令) 水利権水量14,860m3/日 ・日本水道協会「トリハロメタンに関する対策」制定

・前線による大被害
昭和57 (1982) 沖見配水場　４号池建設（PC） ・留萌市：沖見小学校開校
昭和58 (1983)
昭和59 (1984) 留萌ダム実施計画調査着手(S59.4.11) ・日本水道協会「渇水対策指針」制定
昭和60 (1985) ・水道用石綿セメント管製造中止
昭和61 (1986) ・厚生省「おいしい水研究会報告」

・簡易水道統合整備事業への補助制度創設
昭和62 (1987) ・近代水道百周年記念式典

・国鉄羽幌線廃止
昭和63 (1988) ・水道の高度浄水施設整備制度創設

・留萌市：8月豪雨により被害
平成1 (1989) 第6期拡張事業認可(H1.12.22)

留萌ダム開発事業に参画(10,000m3/日）
留萌ダム使用権設定(H1.12.11)
留萌ダム建設着手(H1.5.29)

計画給水人口36,700人、計画水量23.240m3/日
給水区域拡張（ﾏｻﾘﾍﾞﾂ、ｶﾓｲﾜ、藤山、原野23線、幌糠）

浄水方法変更（沈殿池、ろ過池）

留萌ダム使用権10,000m3/日

・水道未普及地域解消事業の補助制度創設

平成2 (1990) 第6期拡張事業起工(H2.7）
留萌ダム基本計画告示縦覧(H2.7.9)

・老朽更新水深事業への補助制度創設

平成3 (1991) 新信砂浄水場改造基本計画立案(H4.3）
藤山地区配水施設建設
水利権更新(H3.6.11：河川第58-189号指令) 水利権水量：14,860m3/日

・厚生省「ふれっしゅ水道計画」策定

平成4 (1992) 新信砂浄水場　浄水池建設 ・厚生省、水質基準の省令制定
・厚生省「水道施設設計指針・同解説」改訂
・留萌市：下水道併用開始

平成5 (1993) 新信砂浄水場　排水池・天日乾燥床建設 ・水道普及率95%を超える
・鉛管更新事業創設
・釧路沖地震発生

平成6 (1994) 新信砂浄水場　急速ろ過池建設 ・水道水源保全２法成立
・猛暑による全国的異常渇水で厚生省「水道渇水対
策本部」設置
・北海道東方沖地震発生

平成7 (1995) 新信砂浄水場　管理棟建設
藤山地区水道整備事業基本計画立案

・阪神淡路大震災で阪神地区の水道壊滅的打撃
・給水装置の規制緩和推進通知
・膜ろ過施設国庫補助採択（高野町簡水）

平成8 (1996) 新信砂浄水場　沈澱池建設 ・越生町でクリプトスポリジウムによる集団感染発
生・暫定対策指針策定
・水道法改正「給水装置工事主任技術者制度」創設

平成9 (1997) ・給水装置の構造及び材質基準省令制
・水道耐震化計画策定指針案作成
・日本水道協会「水道施設耐震工法指針・解説」改

平成10 (1998) ・給水装置の規制緩和に伴い新たな指定工事店制
度スタート

平成11 (1999) 第１回水道事業再評価（水源開発）
沖見配水場等耐震診断

将来給水人口38,200人（H31）

将来給水量　23,240m3/日(H31)

（ダム受水量：10,000m3/日）

・建設省「水道管等の浅層埋設物の深さ」通知
・地方分権一括法成立、自治省「市町村合併推進通
知」

平成12 (2000) 新信砂浄水場　取水施設基本計画立案
留萌ダム計画変更(第1回)告示(H12.6.14) 留萌ダム完成H11→H21に変更

・厚生省、公共工事費用縮減新行動計画通知
・水道施設の技術的基準を定める省令公布
・日本水道協会「水道施設設計指針」改訂

平成13 (2001) 新信砂浄水場　排泥処理施設基本計画立案
水利権更新(H13.4.1増毛町指令第26号) 水利権水量：14,860m3/日

・水道法改定で第三者委託及び貯水槽水道の責任
明確化を規定
・米国同時多発テロ（9/11）発生

平成14 (2002) 新信砂浄水場　沈殿池傾斜版設置
　　　　　　　　　　天日乾燥床増設

中塩素注入設備追加 ・厚生労働省「市町村合併の際の水道事業認可及
び統合」通知

平成15 (2003) 新信砂浄水場　沈砂池建設 ・水質基準省令全面改正（46から50項目に、水質検
査計画制度導入）
・十勝沖地震発生

平成16 (2004) 第２回水道事業再評価（水源開発） 将来給水人口25,700人（H31）

将来給水量　17,600m3/日(H31)

（ダム受水量：4,600m3/日）

・厚生労働省「水道ビジョン」公表

平成17 (2005) 配水施設整備計画着手
留萌ダム基本計画変更(第2回)告示(H17.6.10)
留萌ダム使用権変更(H17.12.28)

留萌ダム事業費390億円→710億円に変更
・厚生労働省「地域水道ビジョン」

平成18 (2006) 配水施設整備計画立案
留萌ダム建設に関する基本計画の一部変更
(H19.2.16)

水量10,000m3/日→4,600m3/日に変更
費用負担割合14/1,000→9/1,000に変更

・厚生労働省「「水道における. クリプトスポリジウム
等対策指針(案)」公表
・日本水道協会「水道維持管理指針」改訂

平成19 (2007) ・厚生労働省「第三者委託実施の手引き」「水道に
おけるＰＦＩ事業の導入検討のための手引き」策定
・新潟県中越沖地震発生

平成20 (2008) 配水施設整備事業着手 ・厚生労働省「水安全計画策定ガイドライン」策定

平成21 (2009) 留萌市水道ビジョン策定
送水ポンプ場　建設工事着手
沖見配水場　ポンプ井　建設工事着手 ポンプ井築造工事（躯体・電気・機械・場内配管）

・厚生労働省「水道事業における環境対策の手引
書」改訂版、「水道事業におけるアセットマネジメント
（資産管理）に関する手引き」策定
・日本水道協会「水道施設耐震工法指針・解説」改
訂

平成22 (2010) 沖見配水場　ポンプ井　建設工事完成 ポンプ井築造工事（機械・受電・計装設備・場内配
管・自家発電設備）
3号配水池改修工事実施設計

・東日本大震災
・厚生労働省「第三者委託実施の手引き　平成23年
3月改訂」

平成23 (2011) 沖見配水場　3号配水池改修（1/2) 3号配水池改修工事
場内配管（その1～その3）
計装ケーブル移設工事
平和台配水池増設外実施設計
新信砂浄水場、フロキュレーター1系2列目更新・
中央監視システム外計装設備更新

・厚生労働省「水道事業の再構築に関する施設更
新費用算定の手引き」策定

年（西暦） 留萌市水道の主な動き
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表－2.2　水道年表(3)
水道界・社会の動き

平成24 (2012) 平和台配水池建設〔増設V=300m3〕 平和台配水池築造工事（躯体・電気・場内・場外
配管）
2号配水池実施設計
高区配水池耐震診断調査
新信砂浄水場、水位計移設・フロキュレータ―1系
1列目更新

・厚生労働省「新水道ビジョン」策定

平成25 (2013) 沖見配水場　2号配水池解体 2号配水池解体
場内配管（その1～その2）
連絡管工事
高区配水池耐震補強外実施設計

・厚生労働省アセットマネジメント「簡易支援ツール」
作成
・「水道事業における官民連携に関する手引き」策
定

平成26 (2014) 沖見配水場　2号配水池耐震改築　建設工事着手
〔繰越明許〕
幌糠地区送水管整備事業計画策定

2号配水池耐震改築（土工事）
高区（旧）耐震補強実施設計
幌糠地区送水管整備実施設計

平成27 (2015) 沖見配水場　2号配水池耐震改築　建設工事完成
〔繰越明許〕
幌糠地区送水管整備事業着手

2号配水池耐震改築（躯体・機械・電気計装）及び
連絡管工事〔繰越明許〕
連絡管工事
幌糠地区送水管布設（1・2工区）

・厚生労働省「水道の耐震化計画等策定指針」改定
・水安全計画作成支援ツール簡易版掲載
・｢水道事業における官民連携に関する手引き｣策定

平成28 (2016) 幌糠地区送水管整備事業〔橋梁添架工〕
幌糠地区送水管整備事業から幌糠地区上水道整
備事業へ事業変更

高区配水池場内配管工事
幌糠地区上水道整備概略設計
幌糠地区送水管布設（御料橋　橋梁添架）

・厚生労働省「水道事業におけるPPP/PFI手法導入
優先的検討規程の策定ガイドライン（案）」掲載
・水安全計画作成支援ツール簡易版掲載
・｢水道事業における官民連携に関する手引き｣策定

平成29 (2017) 幌糠地区上水道整備事業計画立案
上水道経営戦略策定業務着手〔H29～H30〕

高区配水池場内配管工事（送水管）
幌糠地区上水道整備実施設計

平成30 (2018) 幌糠地区上水道整備事業着手
留萌市水道事業経営戦略策定
留萌市水道事業アセットマネジメント策定
留萌市水道ビジョン改定

高区配水池　場内配管工事
（新）高区配水池耐震補強工事
幌糠地区配水管布設工事
幌糠地区上水道整備実施設計

・水道法改正
・北海道胆振東部地震による大規模停電の発生

年（西暦） 留萌市水道の主な動き
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２－３．給水区域 

 

本水道事業の認可における給水区域は、図－2.2 に示す区域となっています。 
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図－2.2  給水区域図 

新信砂浄水場 

送水管 

沖見配水場 
一部

塩見町、三泊町、礼受町、浜中町、大字留萌村
字マサリベツ、大字留萌村字カモイワ、大字留
萌村字ユードロマップ、大字留萌村字原野７線
から13線まで、大字留萌村字藤山、大字留萌
村字原野23線、大字留萌村字幌糠

全部

大町、港町、幸町、本町、錦町、明元町、宮園
町、寿町、沖見町、見晴町、泉町、旭町、開運
町、栄町、末広町、船場町、元町、春日町、瀬
越町、花園町、住之江町、野本町、堀川町、千
鳥町、元川町、緑ヶ丘町、東雲町、南町、高砂
町、五十嵐町、平和台、潮静

-14-



 

 

２－４．水道施設の概要 

 

留萌市水道事業の水道施設は、大別して以下の５つの施設にて構成されます。 

① 新信砂川の清廉な原水を取水する取水施設（取水堰） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 原水を浄水場まで運ぶ導水施設（導水管路、沈砂地） 

 

 

 

 

規模・構造

取水施設 取水堰 ＲＣ造　固定堰

種　　別

規模・構造

導水施設 導水管 HPφ300、CIPφ350　L=400ｍ

沈砂池 ＲＣ造

B4.0×Ｌ7.0×Ｈ5.0～2池　除塵機～１台

種　　別

沈砂池 
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③ 原水を安全な浄水へと処理する浄水施設（新信砂浄水場） 
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④ 浄水を配水池まで運ぶ送水施設（送水管路） 

 

 

⑤ 浄水を蓄え、各家庭に運ぶ配水施設（配水池、配水管路） 

 

 
 

 

規模・構造

送水施設 送水管路 DCIPφ250、φ350、φ600

Ｌ＝12.8km

種　　別

規模・構造

配水施設 配水池 沖見 No.1　RC造　1,460m3

No.2　RC造　2,570m3

No.3　RC造　   400m3

No.4　PC造　2,550m3

高区 旧　PC造　910m3

新　PC造　910m3

礼受 RC造　72m3

神居岩 FRP 　44m3

ひまわり RC造　72m3

自由が丘 RC造　77m3

大和田４区 RC造　18m3

大和田ﾕｰﾄﾞﾛ RC造　27m3

藤山 RC造　97m3

平和台 RC造　1号 98m3　2号 300m3

配水管路 φ50～φ450

L=162.4km

種　　別
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沖見配水池(No.1,4)

沖見配水池(No.2,3)

Ｐ

高区配水池

低区Ａ 低区Ｂ

高区地区

平和台地区

神居岩ポンプ場

南町ひまわり配水池

南町ひまわりポンプ室

直接配水区
（浜中・阿分）

礼受配水区

ポンプ場

着水井

Ｐ

平和台貯水池

Ｐ

Ｐ

藤山ポンプ室

Ｐ

大和田４区ポンプ室
大和田４区配水池

Ｐ

大和田ユードロポンプ室 大和田ユードロ配水池

Ｐ

千鳥町自由が丘ポンプ室
千鳥町自由が丘配水池

Ｐ

藤山配水池

礼受町配水池
送水ポンプ

計画一日最大給水量
13,890m3/日

三泊港

新信砂浄水場浄水池

幌糠ポンプ室
（平成34年度稼働予定）

幌糠配水池
（平成34年度稼働予定）

 

図－2.3  水道施設フロー 

-19-



 

 

【留萌ダム事業】 

（１）事業の目的 

留萌ダムは、留萌川河口から約 21km 上流の留萌川支流チバベリ川に建設さ

れる特定多目的ダムです。 

ダム下流地域の洪水被害を軽減するほか、留萌市の水道用水の供給に加え、

留萌川における水環境を改善し豊で潤いのある河川とするために必要な水量を

補給するという、３つの目的を持っています。 

① 洪水調整 

ダム地点に流入する融雪水や洪水等の計画高水流量、毎秒 430m3/s のう

ち、400m3/s をダムに貯留し、ダム下流の水害を軽減します。 

② 流水の正常な機能の維持 

留萌川に生息する動植物の生息環境の保全やダム下流の既得用水の安定確

保のため、必要な流量を補給します。 

③ 水道用水の供給 

留萌市の水道用水として日量4,600m3の水道用水の取水を可能とします。 

 

（２）事業の経緯 

建設事業の経緯は以下の通りで平成 22 年３月完成となっています。 

年度 内容 

昭和 63 年 8 月 留萌川大洪水発生（浸水世帯 3,376 戸、農地冠水 623ha） 

平成元年 5 月 建設事業着手 

平成元年 9 月 環境アセス広告・縦覧 

平成 2 年 7 月 基本計画告示（目的・型式・容量配分・概算額・工期） 

平成 4 年 3 月 道道留萌北竜線付け替え道路工事着手 

平成 5 年 4 月 留萌川水系工事実施基本計画改定 

平成 8 年 4 月 留萌市道チバベリ線付け替え道路工事着手  

平成 12 年 6 月 基本計画変更告示（予定工期の変更）  

平成 13 年 10 月 留萌川水系河川整備計画策定 

平成 14 年 2 月 本体建設工事着手（平成 21 年度完成を目途） 

平成 17 年 6 月 基本計画変更（第２回）告示（事業費の変更）、定礎式 

平成 18 年 3 月 取水設備工事着手 

平成 19 年 2 月 基本計画変更（第３回）告示（利水容量の変更） 

平成 21 年３月 試験湛水（５月完了） 

平成 22 年 3 月 留萌ダム完成 
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３．現状の分析と課題               

３－１．水需要の見通し 

 

（1）給水人口等の動向（図－3.1、図－3.2） 

① 行政区域内人口は、昭和 40 年前後の 42,000 人をピークに以降、炭坑の

閉山、国鉄羽幌線廃止・民営化、少子高齢化等への地域社会構造の変化に伴い

徐々に減少し、平成 20 年で 25,594 人（≒25,600 人）となっています。 

② 給水人口は、市内における人口の増加、給水区域の拡張に伴い、創設以降昭

和 40 年代まで増加し、その後行政区域内人口と同様に減少傾向となり、平成

20 年で 25,210 人（≒25,200 人）となっています。なお、給水人口の計画

値は、第５期拡張事業までは実績が計画値を超えないよう順次見直しを行い増

加させ、その後、実績にあわせて下方修正を行っています。 

 

図－3.1  行政区域内人口（実績）と給水人口（計画と実績）の変遷 

 

（用語解説） 

・行政区域内人口：市全域（行政区域）の人口のこと。 

・給水人口：給水区域内に居住し水道により給水を受けている（今後受ける予定）人口のこと。 
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平成 19 年度から平成 28 年度までの行政区域内人口と給水人口の推移を図

-3.2 に示します。 

図に示すように平成 19 年度以降も減少傾向が継続し、平成 19 年度に

25,763 人であった給水人口は、平成 28 年度には 21,577 人まで減少し、

10 年間で約 4,000 人の減少となっています。 

 

 

図－3.2  行政区域内人口と給水人口の推移（H19～H28） 
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（2）給水量等の動向（図－3.3、3.4） 

① 一日最大給水量の計画値は、創設から拡張事業により段階的に引き上げられ、

第 6 期拡張事業では 23,240m3/日と設定しましたが、その後の第２回事業再

評価にて 17,600m3/日まで下方修正しました。 

② 一日最大給水量の実績値は、一般家庭での洗濯機など家電製品の普及や留萌

市水道事業の基幹産業である水産加工の延びなどを受け、給水人口が減少傾向

に転じた昭和 40 年代も増加を続け、ピーク時の昭和 57 年には 16,600m3/

日を超えましたが、その後減少に転じています。 

 

 

図－3.3  一日最大給水量（計画と実績）の変遷 

 

（用語解説） 

・一日最大給水量：浄水場から配水した１日当たりの水量が、年間で最も多かった水量のこと。 

        （年間使用水量のピーク値のこと）   

街の規模が小さくなるほど皆が同時に使う確率が高くなるため、平時に比べ

ピーク水量が大きくなる傾向にあります。 
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平成 19 年度から平成 28 年度までの有収水量、一日平均給水量、一日最大

給水量の推移を図-3.4 に示します。 

図に示すように有収水量と一日平均給水量は平成 19 年度以降減少傾向とな

っており、有収水量は平成 19 年度の 8,218m3/日から 6,853m3/日まで減

少しています。また、一日平均給水量は平成 19 年度の 9,595m3/日から

8,398m3/日まで減少しています。 

有収水量と一日平均給水量は近年減少量が少なくなっており、下げ止まりの

傾向も見られます。 

一日最大給水量は、変動が大きく 11,000m3/日～14,000m3/日で増減し

ていますが、全体としては減少傾向となっています。 

 

図－3.4  行政区域内人口と給水人口の推移（H19～H28） 
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（3）水需要の見通し（給水人口、給水量の今後の動向）（図－3.5、3.6） 

平成 19 年度から平成 28 年度までの人口、給水量実績、および現況の動向

と同様な状況で推移した場合の給水人口、給水量の今後の予測結果を表－3.1、

図－3.5（給水人口）、表－3.2、図－3.6（給水量）に示します。 

① 給水人口は、実績値を用いた予測結果、及び市で公表している人口ビジョン

の予測結果から、10 年後の平成 39 年度には 18,327 人と平成 29 年度の

21,216 人から約 3,000 人の減少が見込まれています。 

② 有収水量は、減少傾向が緩やかになってきていることから、年平均 90m3/

日程度の減少にとどまり、平成 39 年度の推計値は 5,862m3/日となります。 

③ 一日最大給水量は、実績の最小負荷率から予測すると、平成 30 年度の推計

値が 13,662m3/日となり、以降減少し平成 39 年度には 12,367 m3/日と推

計されます。将来的には新信砂浄水場の計画給水能力（13,500m3/日）を超

えることはなく、浄水処理能力に余裕が出てくるものと想定されます。 
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表－3.1 給水人口推計結果 

 

 

 

図－3.5 給水人口推計結果 

【単位：人】

年度 給水区域内人口 給水人口 普及率 備考

平成30年度 21,234 21,022 99.0% 計画期間最大値

平成31年度 20,947 20,738 99.0%

平成32年度 20,662 20,455 99.0%

平成33年度 20,357 20,153 99.0%

平成34年度 20,053 19,852 99.0%

平成35年度 19,749 19,552 99.0%

平成36年度 19,445 19,251 99.0%

平成37年度 19,140 18,949 99.0%

平成38年度 18,826 18,638 99.0%

平成39年度 18,512 18,327 99.0% 目標年度
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表－3.2 一日平均・最大給水量の推計結果 

 

 

 

図－3.6 一日平均・最大給水量の推計結果 

 

 

有収水量 一日平均給水量 一人一日平均 一日最大給水量 一人一日最大

（m
3
/日） （m

3
/日） 給水量（㍑/人・日） （m

3
/日） 給水量（㍑/人・日）

H30 6,650 8,197 389.9 13,662 649.9 計画期間最大値

H31 6,559 8,108 391.0 13,513 651.6

H32 6,469 8,021 392.1 13,368 653.5

H33 6,377 7,930 393.5 13,217 655.8

H34 6,287 7,841 395.0 13,068 658.3

H35 6,200 7,755 396.6 12,925 661.1

H36 6,115 7,672 398.5 12,787 664.2

H37 6,029 7,586 400.3 12,643 667.2

H38 5,946 7,504 402.6 12,507 671.0

H39 5,862 7,420 404.9 12,367 674.8 目標年度

年度 備考
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３－２．施設の状況と課題 

 

（１）取水施設（取水堰、取水口、取水井） 

  

① 施設の抱える課題 

新信砂浄水場の取水施設は、昭和 26 年からの第３期拡張事業にて建設され

た施設を、60 年以上補修を繰り返し使用しており、次のような課題を抱えて

います。 

 ・法定耐用年数（50 年）を超過していることから、老朽化（コンクリート

劣化、漏水等）が深刻化していること。 

 ・洪水時の土砂流入や冬期間の結氷により、取水障害が発生していること。 

 ・中～大規模な地震への十分な耐震性を有していないこと。 
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（２）導水施設（導水管、沈砂池） 

導水管は、取水施設と同様に 60 年以上補修を繰り

返し使用しており、次のような課題を抱えています。 

・法定耐用年数（40 年）を大幅に超過している

ことから、継手・管体からの漏水や管内のサビ等

による閉塞が発生し、計画水量が満足に取水でき

ないこと。 

・中～大規模な地震への十分な耐震性を有してい

ないこと。 

なお、沈砂池については、平成 15 年に竣工した新しい施設のため、特に問

題はありません。 

 

（３）浄水施設・排水施設 

① 施設の稼働状況 

近年、大雨による長期的な濁水は発生しておらず、原水水質が安定している

ことから、薬品注入率もほぼ一定で推移し、常に水質基準に適合した浄水を供

給しています。 

 

（用語解説） 

・原水濁度：川から取水した水（原水）の「濁り」の度合いを表す指標。 
・Ｐ Ａ Ｃ：水道用ポリ塩化アルミニウムという凝集剤で、原水に注入し攪拌・混合すると、 

原水中の粒子（例えば、土粒子）と結合し、沈降しやすい大きな塊（フロック）となる。 
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②施設の抱える課題 

浄水施設は、第６期拡張事業により改修された施設のため、老朽化など大き

な問題はありません。 

今後の課題としては、法定耐用年数を超過している電気設備（受変電、動力、

計装、監視設備）、ポンプなど機械設備の延命化、効率的な更新を進めていく必

要があります。 

 

（４）送水施設（送水管路） 

留萌市水道事業の送水管（浄水場～配水場

間）は 12.8km と長く、特にφ600mm 区

間は、第５期拡張事業（竣工：S45 年）によ

り布設されたものであることから、漏水補修、

国道拡幅に伴う移設を行ってきましたが、次

のような課題を抱えています。 

 

・法定耐用年数（40 年）を迎えることから、腐食等による漏水発生だけで

なく、流速の変化に伴う管内部のサビの流出、サビによる管閉塞のリスク

を内在していること。 

・中～大規模な地震への十分な耐震性を有していないこと。 
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（５）配水施設 

 

① 配水池 

配水池は、構造（老朽化）、能力、維持管理上の種々の課題に加え、大規模地

震への対応といった課題を抱えており、平成 20 年度より改修事業を進めてい

ます。 

 
[表中記号]○必要な耐久性、機能を有する、△若干不足又は今後数年で不足が予想される、 

×必要な耐久性、機能を有しない

躯体 防水 管路 設備 池 上屋 容量 管路

着水井
○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

対応済み

低区Ａ
（1号池） × × × － ○ × ○ ○

低区Ａ
（4号池） ○ × ○ － ○ ○ ○ ○

低区Ｂ
（2号池） ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

低区Ｂ
（3号池） ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

管理棟
○ － ○ ○ ○ ○ － －

対応済み

その他
－ － － － － － － －

流量制御弁が老朽化しており適正
配置が必要。

旧高区配水池
○ × × － ○ ○ ○ －

新高区配水池
○ ○ ○ － ○ － ○ －

礼受町 ○ × ○ × ○ ○ ○ －

神居岩 ○ － ○ × ○ ○ △ －

ひまわり ○ × ○ × ○ ○ △ －

自由ヶ丘 ○ × ○ × ○ ○ △ －

大和田４区 ○ × ○ × ○ ○ ○ －

ユードロ ○ × ○ × ○ ○ ○ －

藤山 ○ × ○ △ ○ ○ ○ －

平和台 ○ × ○ ○ ○ ○ × －

二次施設 配水流量系、水位系、残留塩素系
など常時監視するための計装設備
が不足している、日常の状況が把
握が困難。

配水場名 池名

構造
能力

維持管理耐用年数 老朽化

１号池は、バルブ操作室の老朽化
及び池内昇降設備が無く、また４
号池とあわせて常時監視可能な流
量計の設置による監視業務の充実
が必要。
対応済み

旧配水池についてはH31に対応予
定である。

沖見
配水場
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② 配水管路（図－3.7～3.10） 

留萌市水道事業の配水管は、拡張事業にあわせて順次布設を行い導水管・送

水管を含めて約 196km の管路が布設されています。 

配水管については次のような課題を抱えています。 

 

・送水管同様、法定耐用年数（40 年）を迎える管が増加していることから、

漏水だけでなく、管内部のサビによる管閉塞リスク等を内在していること。 

・配水系統のうち、沖見低区Ｂの一部（東雲町、緑が丘、大和田地区）、及び

高区地区の一部で計画動水圧（196kPa≒2kgf/cm2）を下回ることが予

想されていることから、水圧改善にむけた施設整備が必要であること。 

・塩ビ管の布設割合が約 50％と高く、ダクタイル鋳鉄管耐震継手（GX 形

など）や水道配水用ポリエチレン管などの耐震管の布設延長はまだ少なく

重要管路などを中心とした耐震化が求められること。 
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図－3.10 管路平面図（布設年度別） 
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３－３．経営の状況 

 

留萌市水道事業では、平成 31 年３月に総務省の要請による「留萌市水道事

業経営戦略」を策定し、現状の経営状況の分析を行い、健全な水道事業経営を

継続するための事業運営方針、投資・財源の見通しなどを作成しています。 

 

（１）組織体制 

留萌市水道事業は都市環境部上下水道課（管理係、営業係、上水道係、浄水

係）が担っており、上下水道課長、主幹各 1 名と管理係 2 名、営業係 2 名、

上水道係 6 名、浄水係 2 名の合計 14 名が水道業務を担当しています。 

 

表－3.3  留萌市水道事業の組織体制 

 

平成 30 年 4 月 1日現在 

人 人 人

(1) (1) 都市環境部長倂任

課 長 1 1 市長部局職員倂任

主 幹 1 1

管 理 係 (1) 2 (1) 2 市長部局職員倂任

営 業 係 2 2

上 水 道 係 1 5 6

浄 水 係 2 2

計 (2) 6 8 (2) 14

会 計 管 理者 (1) (1)

会 計 係 (1) (1)

審 査 係 (2) (2)

計 (4) (4) 市長部局職員倂任

(6) 6 8 (6) 14

付　　記

上
下
水
道
課

会
計
課

部　　　　　長

合 計

事務職員 技術職員 計
区　　　分
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（２）施設管理体制 

① 取水～浄水場 

取水～浄水場の施設管理は、常時は職員２名体制で夜間、及び休日は嘱託職

員１名体制を取っており、夜間、休日に異常事態が発生した場合には、嘱託職

員から職員への電話連絡により対応しております。 

なお、機器の保守点検、水質分析、池の清掃につきましては専門業者への委

託により対応しております。 

 

区分 管理体制 

平日日中 職員 2 名＋嘱託職員（非常勤） 

平日夜間 嘱託職員 1 名※ 

休日日中 嘱託職員 1 名※ 

休日夜間 嘱託職員 1 名※ 

※嘱託職員は５名のローテーション 

 

 

 

 

 

 

 

課題：浄水場運転管理経験者の退職が見込まれていることから、 

人材確保と技術の継承が課題となっております。 
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② 沖見配水場（配水池、送水ポンプ） 

沖見配水場の施設管理は、常時、夜間、及び休日を含めて、配水場監視業務

委託により対応しております。主な業務内容は水位、水質データの整理、日報

作成、バルブの調整・切り替え、場内の除草等となっております。 

なお、機器の保守点検につきましては浄水場と同様に、別途専門業者への委

託により対応しております。 

 

区分 管理体制 

平日日中 配水場監視業務委託 

平日夜間 同上 

休日日中 同上 

休日夜間 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題：年間の委託費が約 15,000 千円かかっており、無人化を視野に

いれた検討を現在行っております。 
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（３）財政状況 

① 収益的収入と収益的支出 

収益的支出は取水から給水までの薬品・動力などの費用、職員給与、施設・

設備の減価償却費、企業債の支払利息などで構成され、減価償却費、支払利息

が約 50％を占めており、その財源である収益的収入は、市民の皆様から頂く

水道料金（給水収益）が 86％以上を占めております（平成 29 年度決算）。 

収入と支出のバランスは料金改定を実施した平成 21 年度以降は、会計制度

の変更による影響を受けた平成 26 年度を除いて、収入が支出を上回っていま

す。 

 

② 資本的収入と資本的支出 

平成 29 年度決算による資本的支出のうち建設改良費は約 1.6 億円であり、

そのうち 1 億円を企業債で賄っています。 

企業債元金償還金は2.2億円であり現状では減価償却費が元金償還金を上回

っている状況です。 

資本的収入の不足分については損益勘定留保資金などの内部留保金から補填

しております。 
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図－3.11  留萌市水道事業の収益的収支の現状 

 

 

図－3.12  留萌市水道事業の収益的収支の推移 

収益的収支の内訳（平成29年度決算書より） 【単位：千円】　
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図－3.13  留萌市水道事業の資本的収支の現状 

 

 

図－3.14  留萌市水道事業の資本的収支の推移 

資本的収支の内訳（平成29年度決算書より） 【単位：千円】
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（４）経営上の課題 

① 人材、体制の課題 

現在 14 人体制で事業推進にあたっておりますが、今後も設計、及び浄水場

運転管理経験者など技術系職員の退職が見込まれていることから、技術の継承

が課題となっています。 

また、施設の管理費用低減を視野に入れた無人化の検討を行っており、今後

は更に具体的な検討が必要となっております。 

 

② 財政上の課題 

現状では黒字を維持していますが収支の見通しでは近い将来に建設のための

財源が不足することが見込まれています。 

市民の皆様に「安全」かつ「安定」した水道水の供給を行うために必要な施

設整備を更なる費用削減に努めつつ実施し、「留萌市水道事業経営戦略」に基づ

き、料金収入実績と予測に基づく適正な料金を設定する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

・収益的収入・支出： 企業の経常経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出をいう。 

・資本的収入・支出： 収益的収入・支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うものをいう。 

・内部留保資金： 正式には、損益勘定留保資金といい、当年度、過年度の収益的収支における現金

の支出を必要としない費用、減価償却費、繰延勘定償却、資産減耗費の計上によ

り、企業内部に留保されている資金をいう。 

・減価償却費： 固定資産（建物や設備、配管等）は使用によってその経済的価値が減少していく

が、この減少額をその利用各年度に合理的かつ計画的に負担させる会計上の処理

または手続きを減価償却といい、この処理又は手続きによって、特定の年度の費

用とされた固定資産の減価額を減価償却費という。 
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３－４．災害対策の状況 

 

留萌市水道事業では、市民生活及び市の産業・経済の安定性を目的に「留萌

市危機管理指針」、災害時の「職員防災行動マニュアル」を策定し、危機管理体

制を強化するとともに、総合的な危機対処施策を推進しております。 

 

（１）想定される危機 

 留萌市危機管理指針では、対象とする危機を下記の３項目に区分し、 

  ■市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件、事故 

    （例えば、自然災害、テロ） 

  ■市民生活に重大な被害を及ぼす事案 

    （例えば、感染症、環境汚染） 

  ■市の産業・経済に重大な被害を及ぼす事案 

    （例えば、金融機関の破堤、風評被害） 

水道事業としては、自然災害などにより、誘発される下記の３項目を危機事案

として掲げ対応致します。 

  ■水道の送配水管路の事故 

  ■水道の水質事故  

  ■水道設備、断水事故 

 

（２）災害対策体制 

職員防災行動マニュアルでは、地域防災計画と連動し、水道事業は「上下水

道班」として、災害時時には下記の９つの事務を分担します。 

１．上下水道施設の被害状況調査に関すること 

２．上下水道施設の災害応急対策及び復旧対策に関すること 

３．応急作業に必要な資機材の確保及び輸送に関すること 

４．水質の保全及び水源河川の状況調査に関すること 

５．飲料水の確保に関すること 

６．応急給水に関すること 

７．資材の購入及び払い出しに関すること 

８．上水道・下水道の広報に関すること 

９．応急作業従事者の応援要請に関すること 
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また、自然災害については、下記の基準で職員の配備を行います。 

 体制 配備基準 

災
害
対
策
本
部
設
置
前 

注意配備 
（準 備） 

・震度３以下の地震 

・沿岸部の津波注意報 

・気象警報及び注意報 

・局所的な災害の発生が予想 

第 1 非常配備 
（警 戒） 

・震度４の地震 

・沿岸部の津波警報 

・気象警報等で配備が必要となった場合 

・局所的な災害の発生、又は発生が予想 

災
害
対
策
本
部
設
置
後 

第２非常配備 
（出 勤） 

・震度５弱又は５強の地震 

・沿岸部の津波警報 

・広域的な災害の発生が予想 

・相当規模の災害の発生 

・風水害による災害発生 

・予想外の重大な災害発生 

特別非常配備 
（非常出勤） 

・震度６弱以上の地震 

・地震又は津波による災害の発生 

・広域的な災害が発生 

・被害が甚大と認められる 

 

さらに、留萌市水道事業は(社)日本水道協会北海道地方支部のうち道北地区

協議会に加盟しており、地区内はもとより道内、全国から災害時には応援を要

請することができる体制を確立しております。 

 

図－3.15  北海道との覚書締結にかかる相互応援連絡体制 

道央 千歳市 石狩・空知・後志

道東 釧路市 釧路・十勝・網走

道南 室蘭市 胆振・日高
被災水道事業 道西 函館市 渡島・檜山

(非会員） 道北 旭川市 上川・留萌・宗谷

厚生労働省

北海道環境生活部

所轄保健所

日本水道協会北海道支部
（札幌市水道局）

日本水道協会北海道地方支部

日本水道協会

支援要請・情報提供
連絡調整

連絡調整

通報・支援要請
連絡調整

報告・支援要請
連絡調整

報告

支援要請・情報提供・連絡調整
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（３）災害対策の課題 

市全体としてのマニュアル整備、水道協会を通じた相互応援連絡体制につい

ては、体制が整っておりますが、以下に示す課題があります。 

 

① 緊急時における応急給水拠点の整備 

平成 20 年度以降、配水池の耐震化や応急給水拠点の整備を進めましたが、

大規模地震発生時における更なる応急給水容量の確保のために、応急給水設備

の整備が必要となっております。 
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４．基本理念・基本目標の設定      

４-１．基本理念 

 

留萌市水道事業のおいたち、現状分析結果、ならびに第 6 次留萌市総合計画

等を踏まえ、市民生活の基盤である水道事業がめざすべきテーマを次の通りと

します。 

安心と満足の持続を目指して 

 

また、基本テーマを具体化する基本理念として、次の４つを掲げました。 

 

■安心・快適な給水の確保 

水源水量の確保、水質の維持・向上に向けた対策を検討し、給水停止に至る

ような水質事故を防止するための水質管理体制強化を進めるとともに、水道未

整備地区の解消を推進することで、安心できる快適な給水の確保を目指します。 

 

■災害対策の充実 

老朽化した基幹施設の更新にあわせ耐震化を進めるととともに、災害発生や

水質事故等による給水停止事態においても必要な応急給水の実施、及び応急復

旧体制の強化を目指します。 

 

■市民満足度の向上と運営基盤の強化 

多様化する市民（顧客）のニーズを把握し、能率よく、良質なサービスを市

民に提供することで、水道サービスに対する市民の満足度を高めるとともに、

先人から受け継いできた水道事業への信頼を途切れることなく次世代へ引き継

ぐための運営基盤の強化を目指します。 

 

■環境・エネルギー対策の強化 

留萌市地球温暖化防止実行計画との整合性を図りながら、更なる省エネルギ

ーの推進、浄水汚泥の有効利用を進めるとともに、有効率の向上を目指します。 
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４－２．基本方針と目標 

 

基本理念にもとづく、基本方針、主要政策、目標は次の通りとします。 

 

基本理念 基本方針 主要施策 成果目標 

安心・快適な 

給水の確保 

水源の保全 水源水質の維持・向上

への取り組み 

取水上流域における継続的

な調査の実施 

水源水量の確保 新信砂浄水場の能力維

持 

取水・導水施設の更新 

水質管理体制の

強化 

水質管理体制の充実 水源～配水における水質管

理体制の確立 

快適環境の創出 水道未整備地区の解消 水道普及率の向上 

 

災害対策の 

充実 

施設の災害対策

の強化 

施設の更新と耐震化 耐用年数を超過した基幹施

設・管路の更新と耐震化の

推進 

安定給水の確保 緊急時における応急給

水容量の確保 

応急給水拠点整備の推進 

市 民 満 足 度 の

向 上 と 運 営 基

盤の強化 

市民満足度の 

向上 

多様化する市民ニーズ

の把握と対応 

留萌市総合計画と連携した

市民満足度調査の実施 

市民の利便性向上 目標水圧確保 

経営の健全化・

効率化 

運営基盤の強化 広域化、民間活用など技術

基盤の確保に向けた検討 

財務体制の強化 支出の削減と水道料金の見

直し 

環境・エネルギ

ー対策の強化 

環境負荷の低減 省エネルギーの推進 再生可能エネルギー利用の

検討 

汚泥の有効利用 汚泥再利用の継続 

有効率の向上 漏水対策の推進 
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５．目標を実現するための方策      

５－１．安心・快適な給水の確保 

 

（１）水源水質の維持・向上への取り組み 

新信砂川取水点上流域には、３つの流入河川と砂防ダムがあり、これらの影

響を受け原水水質が時系列的に変動することから、今後も原水水質の管理、調

査を関連機関等と共同し継続的に行います。 

暑
寒
別
岳

サ
ン
シ
ョ
沢
川

奥
の
沢
川

出
端
の
沢
川

山
田
の
沢
川

日本海

信
砂
川

新信砂川

取水点砂防ダム

図－5.1 新信砂川の状況 

 

 

（２）取水・導水施設の更新 

新信砂浄水場の取水施設は、昭和 26 年からの第３期拡張事業にて建設され

た施設を、60 年以上補修を繰り返し使用しています。 

法定耐用年数（50 年）を超過していることから、老朽化（コンクリート劣

化、漏水等）や耐震性の不足などの問題があります。 

また、洪水時の土砂流入や冬期間の結氷により、取水障害が発生しています。 

これらの課題を解決するために、取水・導水施設の更新を実施し、原水の安

定的な確保に努めます。 

 

成果目標 具体的方策 効果 

取水・導水施設の更新 取水堰・導水管の更新 取水・導水の安定化 
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（３）水質管理体制の充実 

現施設では、浄水場に設置した水質計器により原水・浄水水質を連続監視し

ています。 

今後はさらなるレベルアップとして配水施設への残留塩素計等水質計器を導

入するとともに、新信砂浄水場を主監視場所とした遠方監視システムを浄水場

中央監視設備の更新にあわせて導入します。 

 

 

 

新信砂浄水場 沖見配水場 二次施設

市役所

伝
送

伝送

制御

伝送

 

 

図－5.2 遠方監視システムの構成（イメージ） 

 

 

成果目標 具体的方策 効果 

水源～配水における

水質管理体制の確立 

配水池（二次施設含む）への

残留塩素計の設置 

リアルタイムな水質の把握によ

る浄水水質の向上 

遠方監視システムの導入 水質事故等緊急時の早期対応に

よる安全性の向上 
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（４）水道未整備地区の解消 

平成 28 年度実績における給水普及率は 98.9％、また市全域に対する給水

カバー率は 99.8％と高い水準となっています。 

今後は、給水区域内未普及地区の現状を把握した上で、広報などを通じて水

道への切り替えを促進し給水普及率 100％を目指します。 

また、給水区域外の水道法適用外の小規模水道（自家用水道）については、

監督官庁と協同した技術的な指導の実施、ならびに地元の要望に基づいた上水

道区域への取り込み（水道法に基づく区域拡張届出）を推進します。 

 

行政区域（市全域）

給水区域

給
水
区
域
外

の
小
規
模
水
道

未普及
地区

技術的な指導・
相談対応

 

 

・給水普及率＝給水人口 21,577 人÷給水区域内人口 21,809 人 

・給水カバー率＝給水区域内人口 21,809 人÷行政区域内人口 21,861 人 

 

図－5.3 水道普及率と給水カバー率 

 

成果目標 具体的方策 効果 

水道普及率の向上 広報などを通じた水道への切

り替え促進 

未普及地区における給水の安全

性、利便性の向上 

法適用外の小規模水道への指

導、上水道区域拡張の推進 

小規模水道における給水の安全

性向上 
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５－２．災害対策の充実 

 

（１）施設の更新と耐震化 

施設の重要度、老朽度、維持管理性等の総合的な検討により、施設整備の優

先度を設定し、今後施設の更新と耐震化を推進していきます。 

区分 施設名 施設整備計画 
優 先 
レベル 

取水施設 
取水堰 更新・耐震化工事 C 

取水井 更新・耐震化工事 C 

導水施設 導水管路 更新・耐震化工事 C 

浄水施設 新信砂浄水場 
電気・機械設備の更新 

遠方監視設備の導入 
C 

送水施設 送水管路 老朽度調査と耐震化工事 C 

配水施設 

沖見配水場 

着水井 ２号池にあわせて新設 済 

１号池 上屋・設備改修 B 

２号池 更新・耐震化工事（容量増） 済 

３号池 補修と２号池改修用の一部改修 済 

４号池 防水・設備の改修 B 

管理棟 送水ポンプ設備更新 済 

外構等 
管理用通路、外構、 
低区Ａ系流量系設備 

A 

高区配水場 旧・新 防水改修、管理用通路、外構 A 

二次施設 

礼受 計装・伝送装置設置、機器更新 D 

浜中 量水器の計装・伝送装置設置 D 

神居岩 計装・伝送装置設置、機器更新 D 

ひまわり 計装・伝送装置設置、機器更新 D 

自由が丘 計装・伝送装置設置、機器更新 D 

大和田 計装・伝送装置設置、機器更新 D 

ユードロ 計装・伝送装置設置、機器更新 D 

藤山 計装・伝送装置、塩素注入設備 D 

平和台 配水池増設（耐震化） 済 

配水管路 基幹管路の耐震化 E 
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（２）緊急時における応急給水容量の確保 

① 応急給水量の確保 

応急給水量は「水道の耐震化計画等策定指針」を参考に、次の通りとします。 

 

地震発生からの日数 目標水量 市民の水運搬距離 主な給水方法 

地震発生～3 日まで 3L/人･日 1km 以内 タンク車 

10 日まで 20L/人･日 250m 以内 幹線付近の仮設給水栓 

21 日まで 100L/人･日 100m 以内 支線付近の仮設給水栓 

28 日まで 250L/人･日  10m 以内 仮配管から各戸給水 

 

沖見配水場を応急給水拠点と位置づけ、必要応急給水容量を（21,000 人と

して）試算すると、耐震化されている２号池、既設４号池容量にて、大規模地

震（震度６強～）時に 8 日間、中規模地震時に 11 日間の応急給水量を確保し

ています。 

 

図－5.4 応急給水日数と給水容量 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0 2 4 6 8 10 12

必
要

給
水

容
量

(m
3 )

応急給水日数(日)

中規模地震(L1)対応容量

大規模地震(L2)対応容量
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２号配水池

給水車

ポンプ

配管室

給水操作室

断面模式図

 

図－5.5 沖見配水場での応急給水計画イメージ図 

 

成果目標 具体的方策 効果 

耐用年数を超過した基幹施

設・管路の更新と耐震化の推進 

優 先 順 位 付 け に よ る 更

新・耐震化の推進 

耐震化率向上と災害への

耐力向上 
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５－３．市民満足度の向上と運営基盤の強化 

 

（１）市民満足度の向上 

① 多様化する市民ニーズの把握と対応 

水道のユーザーである市民のニーズは、社会情勢など時代によって変化する

ものと考えられ、市民の皆様の水道料金により支えられている水道事業は、常

に皆様のご意見を施策に反映させていくことが必要です。 

市民ニーズの把握方法には、水道モニター制度、顧客アンケート、パブリッ

クコメント、顧客満足度調査の実施などがあり、本市総合計画では市民満足度

アンケートの実施により満足度を把握する計画となっ

ております。 

水道事業では、上下水道運営委員会によるパブリック

コメントに加え、今後も総合計画と連携した市民満足度

調査を実施していきます。 

 

 

② 市民の利便性向上（目標水圧確保と３階直結給水の拡大） 

将来の配水管網検討の結果、一部地域で目標水圧 196kPa（有効水頭 20m）

を一時的に下回ることが予想されていることから、水圧改善に向けて配管整備

を進めていきます。 

また、将来的にも高い水圧が確保可能な地区について

は、既に導入しております３階直結給水のエリアを拡大

するとともに、３階以上への直結式増圧給水については

指針等を整備し順次対応していきます。 

 

 

P 

増圧給水設備 
(減圧式逆止弁有) 

M 
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③ 広報活動の充実 

市民の皆様に水道事業をより知って頂くために、今後も引き続きホームペー

ジの充実を図っていきます。 

 

 

 

 

留萌市 都市環境部 上下水道課 

http://www.e-rumoi.jp/suidou/ 
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（２）運営基盤と財政体制の強化 

① 運営基盤の強化 

現在及び将来の需要者（市民）に対し、安心して飲める水を安定的に適切な

負担で供給するため、経営・技術の両面に渡り運営基盤の強化を図ります。 

 

１）新たな概念の広域化の推進 

本水道事業では、隣接している増毛町、小平町の２町が広域化の対象となり

ます。現時点では、３市町とも施設の管理体制や委託内容が異なり、かつ施設

の老朽化への対応といった課題を有しているため、早期の広域化は困難と思わ

れますが、将来的には、施設の共同化、管理の一体化について検討を進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

施設の共同化
（浄水場・水質試験所・緊急時連絡管等）

管理の一体化

経営の一体化

事業統合

従来までの
水道広域化
イメージ

・複数の水道事業者による事業統合
・用水供給供給事業者との統合

・同一の経営主体が複数の水道事業
　を経営

・中核事業による管理の一体化
・管理組織への業務の協同委託
・用水供給事業による受水団体の管理

・共同施設の保有（取水～配水）
・緊急時連絡管
・災害時等の応援協定

 

※    で示した項目が実現の可能性があると判断できる項目 

 

図－5.6 新たな概念の広域化の推進 
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２）事業運営形態の最適化に向けた民間活用 

平成 14 年の水道法の改正により、水道の業務（運転・維持管理、水質管理、

検針・料金徴収・会計処理等の業務）のうち“技術的な業務”について、民間

業者や他事業体と言った第三者に権限と責任を渡した委託（第三者委託制度）

が可能になりました。 

また、平成 31 年度に施行が予定されている水道法改正では、水道の基盤強

化のために官民連携を行うことは有効であり、多様な官民連携の視点をさらに

広げるという観点から、地方公共団体が水道事業者としての位置付けを維持し

つつ、水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方式（コンセッション方式）

が創設されます。 

民間活用により、技術の確保、コスト縮減が可能となりますが、利益確保、

法で定められた責任への対応が民間側でも必要となるため、責任の明確化を行

うためには、現在の施設における設備的な問題点を解消した上での委託が望ま

しいと考えられます。 

したがって、本水道事業においては、現在窓口業務、料金徴収、浄水場管理

を直営管理、検針、配水場管理を（従来型）委託としておりますが、将来的に

は管理技術の維持による安定給水の確保、コスト縮減を目的に、 

・施設整備、監視体制の整備が完了した段階で、取水から配水場までの技術

的な管理について、市場の状況を踏まえ部分委託の拡大、第三者委託の導

入について、広域化やコンセッション方式とあわせた検討 

・窓口業務、料金徴収等事務部門においても、部分委託の導入の検討 

を進めていきます。 

施設更新・耐震化
の整備

遠方監視システム
の導入

ハード的な施設・管理体制の強化

第三者委託の検討

第三者委託の妥当性

第三者委託の導入
直営＋従来型委託

（部分委託）

あり なし

部分委託の妥当性

あり

直営管理

 

図－5.7 第三者委託の導入イメージ 
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② 財政体制の強化 

「留萌市水道事業経営戦略」及び「アセットマネジメント」に基づき、投資

に対する財源を確保しながら健全な水道事業運営を行います。 

 

１）水道料金の見直し 

・建設財源の不足と将来的な料金収入の減少、減価償却費、支払利息の増加

による支出の増加などから、平成34年度頃に資金不足が見込まれるため、

今後の収支状況、内部留保資金の状況から料金改定について検討します。 

 

２）工事コストの削減 

・厚生労働省の「公共工事費用縮減対策に関する新行動計画」、「水道施設整

備事業コスト構造改革プログラム」等に基づき、工事コスト縮減対策を実

施します。 

・水道施設の耐震化工事等においては、厚生労働省の国庫補助の活用により

本事業負担の最小化を図ります。 
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図－5.8 収益的収支の見通し（料金据え置き） 

 

図－5.9 収益的収支の見通し（料金改定 H34 に 10％UP） 
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５－４．環境・エネルギー対策の強化 

（１）省エネルギーの推進 

平成 29 年 3 月に策定した「第 2 次 留萌市地球温暖化防止実行計画」に基

づき、2015 年度を基準として 2021 年度までに 3％以上の温室効果ガスの

削減を目指します。 

 

＜留萌市の削減目標＞ 

 

 

＜省エネルギー方策＞ 

 項目 内容 導入可能施設 備考 

施設の運転管理 施設能力を生かした施

設の運転 

全施設  

管理地点の集約化 浄水場、配水池 浄水場での各施

設の遠方監視 

設備の更新 高効率設備への転換 全施設 LED 照明等 

適切なスケールダウン 二次施設  

再生可能 

エネルギー利用 

太陽光 浄水場、配水池 施設整備に併せ

て利用を検討 風力 浄水場 

水力（小水力） 配水池（着水） 
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（２）汚泥の有効利用 

浄水場から排出される汚泥については、現在 100%を場内覆土として活用し

ており、今後も汚泥量、性状を把握した上で、継続的に有効利用を続けます。 

 

（３）有効率の向上 

平成 19 年以降の有効率は、無収水量の増減にも影響されますが、管路の老

朽化による漏水量の増加もあり 80％前後で推移しています。 

今後は老朽管の更新、漏水調査の実施等により、配水管網における漏水を計

画的に防止するものの、有効率の大幅な上昇は見込めないため現状の有効率を

維持することを目標とします。 

 

 

（用語解説） 

・有効率：給水される水量が有効に使用されているかどうか示す指標。 

有効率＝有効水量（一日平均給水量－漏水量）÷一日平均給水量 
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６．今後に向けて            

 

留萌市水道ビジョンを実現していくためには、具体的方策に沿って、調査・

検討を行った上で実施計画を策定しなければなりません。４つの基本方針に基

づく、実施計画・工程は次のとおりです。 

 

 

   

  

概　　　要 前期 中期 後期

安心・快適な給水の確保

水源水質の維持・向上 原水水質の監視、調査を関連機関と協同で継続的に実施する。 ○ ○ ○

新信砂浄水場の能力維持 取水・導水施設を更新する。 ◎

水質管理体制の充実 配水施設への水質監視設備を導入する。 ◎ ◎

遠方監視システムの導入する。 ◎

水道未整備地区の解消 水道への切り替え促進と小規模水道への指導を継続的に進める。 ○ ◎ ◎

災害対策の充実

施設の更新と耐震化 取水から配水までの施設の更新と耐震化を順次進める。

取水施設 取水堰・取水井（取水口）の更新・耐震化 ◎

導水施設 導水管の更新・耐震化 ◎

浄水施設 電気・機械設備の更新、遠方監視設備導入 ◎

送水施設 老朽度調査と耐震化 ◎ ◎

配水施設 沖見配水場 送水ポンプ設備、各池の改修・耐震化、外構工事 ◎ ◎ ◎

高区配水場 補修、防水改修、外構工事 ◎ ◎

二次施設 平和台配水池増設、各施設の計装、伝送装置、機器更新 ◎ ◎

配水管路 基幹管路の耐震化 ◎ ◎

緊急時給水量の確保 沖見配水場を緊急時給水拠点として整備を行う。 ◎

市民満足度の向上と運営基盤の強化

市民満足度の向上

ニーズの把握 市総合計画と連携した市民満足度の調査を実施する。 ○ ○ ○

利便性向上 配管整備により目標水圧の確保と直結給水の拡大を実現する。 ◎ ◎ ◎

広報活動の充実 水道ホームページの充実 ○ ○ ○

運営基盤の強化

新たな広域化の推進 施設の共同化、管理の一体化を検討する。 ○ ○

民間活用(外部委託) 技術的な施設管理、窓口、料金徴収について検討する。 ○ ○

財政体制の強化

水道料金の見直し 経営戦略に基づく事業運営・料金改定の実施 ○ ○ ○

工事コスト削減 工事コスト縮減策の実施と国庫補助の活用を行う。 ○ ○ ○

環境・エネルギー対策の強化

省エネルギー推進 再生可能エネルギー利用の検討 ○ ○ ○

汚泥の有効利用 今後も継続して、有効利用率100％とする。 ○ ○ ○

有効率の向上 漏水防止施策により、現状維持を目指す。 ◎ ◎ ◎

（前期：～H30年度まで、中期：H31～H39、後期：H40以降）

工事を伴うもの

工事を伴わないもの

　施　　　策

◎

○
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また、今回設定した目標を着実に実施する体制づくりに努めるとともに、

PDCA のサイクルにて定期的（3～5 年程度）にレビューし、必要に応じてビ

ジョンの内容、優先順位等を見直してまいります。 

 

 

 
計画の策定（Plan） 

  ビジョン、目標の設定 

  基本計画の策定 

事業の推進（Do） 

  進捗状況の管理 

改善の検討（Action） 

  未達成目標の対処 

  新たなニーズの把握 

目標達成状況の確認（Check） 

  事後評価 

  顧客満足度の把握 

事業へ 
の反映 

実施成果 
の整理 

短期・中期計画 
及び実施計画 

情報開示・説明責任 
情報の収集 

PDCA サイクル 

≪持 続≫ 
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